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世
界
各
国
に
お
け
る
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
を
め
ぐ
る
犯
罪
行
為
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
八
年
十
月
十
九
日
の
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
会
で
、
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
対
す
る
本
村
賢
太
郎
委
員
の
質

問
に
対
し
、
石
井
国
土
交
通
大
臣
は
下
記
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
。

「
国
土
交
通
省
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
自
動
車
に
よ
る
旅
客
の
運
送
に
お
い
て
、
安
全
、
安
心
の
確
保
が
最
重
要
の
課
題
と

認
識
を
し
て
お
り
ま
す
。
一
部
民
間
か
ら
提
案
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
つ
き
ま
し
て
は
、
運
行
管

理
や
車
両
整
備
等
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
主
体
を
置
か
な
い
ま
ま
に
、
自
家
用
車
の
ド
ラ
イ
バ
ー
の
み
が
運
送
責
任
を
負
う
形

態
を
前
提
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形
態
の
旅
客
運
送
を
有
償
で
行
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
安
全
の
確
保
、
利
用

者
の
保
護
等
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
り
、
極
め
て
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」

自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
つ
い
て
は
、
多
発
す
る
犯
罪
や
違
法
行
為
に
つ
い
て
下
記
の
通
り
多
数
の
報
道
が
あ
る
。

・
米
国
・
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ：

Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
に
ロ
グ
イ
ン
し
て
い
た
ド
ラ
イ
バ
ー
が
交
通
事
故
を
起
こ
し
、
六
歳
の
少
女
が
死

亡
し
た
。
（
二
〇
一
三
年
十
二
月
、
Ｐ
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ
紙
）

・
米
国
・
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス：

Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
社
の
運
転
手
が
乗
客
を
誘
拐
し
、
性
的
暴
行
を
加
え
た
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
。

（
二
〇
一
四
年
六
月
、
Ｈ
ｕ
ｆ
ｆ
ｉ
ｎ
ｇ
ｔ
ｏ
ｎ

Ｐ
ｏ
ｓ
ｔ
紙
）

一



・
米
国
・
ボ
ス
ト
ン：

女
性
客
は
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
社
の
運
転
手
に
目
的
地
を
伝
え
た
が
、
女
性
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
車
を
走
ら

せ
て
人
目
の
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
停
車
し
、
女
性
の
座
る
後
部
座
席
に
乗
り
込
み
、
車
の
扉
を
ロ
ッ
ク
し
た
上
で
、
女
性
を

押
さ
え
つ
け
、
性
的
暴
行
を
加
え
た
。
捜
査
に
あ
た
っ
た
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
警
察
は
、
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
社
の
記
録
か
ら
容
疑
者
の
男

を
突
き
止
め
、
被
害
女
性
も
同
容
疑
者
を
犯
人
だ
と
確
認
し
た
。
（
二
〇
一
四
年
十
二
月
、
Ｈ
ｕ
ｆ
ｆ
ｉ
ｎ
ｇ
ｔ
ｏ
ｎ

Ｐ

ｏ
ｓ
ｔ
紙
）

・
イ
ン
ド
・
デ
リ
ー：

Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
社
の
運
転
手
が
乗
客
を
強
姦
し
た
と
し
て
逮
捕
さ
れ
、
同
市
を
含
む
イ
ン
ド
国
内
の
複
数
の

地
域
で
、
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
社
は
営
業
停
止
に
な
っ
た
。
（
二
〇
一
四
年
十
二
月
、
Ｈ
ｕ
ｆ
ｆ
ｉ
ｎ
ｇ
ｔ
ｏ
ｎ

Ｐ
ｏ
ｓ
ｔ
紙
）

・
韓
国
・
ソ
ウ
ル：

韓
国
検
察
当
局
は
米
タ
ク
シ
ー
配
車
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
す
る
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
社
が
韓
国
で
正
式
な
許
可
な
し
に

タ
ク
シ
ー
事
業
を
行
っ
て
い
る
と
し
て
、
同
社
の
ト
ラ
ビ
ス
・
カ
ラ
ニ
ッ
ク
最
高
経
営
責
任
者
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）
と
現
地
の
提
携

先
の
ト
ッ
プ
を
起
訴
し
た
。
（
二
〇
一
五
年
六
月
、
Ｃ
Ｎ
Ｎ
）

・
香
港：

香
港
警
察
当
局
は
八
月
十
一
日
、
配
車
サ
ー
ビ
ス
ア
プ
リ
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
に
対
す
る
一
斉
摘
発
に
乗
り
出
し
た
。
香
港
警

察
は
今
回
の
摘
発
の
理
由
と
し
て
、
自
家
用
車
を
不
正
に
旅
客
輸
送
用
途
に
転
用
し
て
報
酬
を
得
る
行
為
は
違
法
に
あ
た
る

と
し
た
上
、
第
三
者
保
険
が
自
動
喪
失
す
る
こ
と
か
ら
、
乗
客
及
び
そ
の
他
の
道
路
使
用
者
に
対
し
て
非
常
に
危
険
で
あ
る

二



こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
午
後
に
は
午
前
中
に
逮
捕
さ
れ
た
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
運
転
手
ら
の
違
法
行
為
及
び
第
三
者
保
険
喪
失

を
ほ
う
助
し
た
疑
い
で
、
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
香
港
事
務
所
に
対
す
る
家
宅
捜
索
を
行
い
、
二
十
一
〜
二
十
九
歳
の
男
性
ス
タ
ッ
フ
を

拘
束
す
る
と
と
も
に
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
関
連
資
料
を
押
収
し
た
。
（
二
〇
一
五
年
八
月
、
Ｔ
Ｈ
Ｅ

Ｗ
Ａ
Ｌ
Ｌ

Ｓ
Ｔ
Ｒ

Ｅ
Ｅ
Ｔ

Ｊ
Ｏ
Ｕ
Ｒ
Ｎ
Ａ
Ｌ
紙
）

・
マ
カ
オ：

マ
カ
オ
警
察
当
局
と
交
通
当
局
が
当
月
二
十
九
日
に
合
同
記
者
会
見
を
行
い
、
配
車
ア
プ
リ
を
使
っ
た
白
タ
ク

サ
ー
ビ
ス
を
運
営
し
た
と
し
て
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
運
転
手
二
人
を
検
挙
し
た
と
発
表
し
た
。
警
察
当
局
に
よ
る
と
、
検
挙
さ
れ
た
二

人
の
運
転
手
は
違
法
な
白
タ
ク
運
営
を
行
っ
た
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
三
万
パ
タ
カ
（
日
本
円
換
算
・
約
六
十
万
円
）
の
罰
金
が

科
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
（
二
〇
一
五
年
十
月
、
マ
カ
オ
新
聞
）

・
ア
メ
リ
カ
・
ミ
シ
ガ
ン
州：

米
北
部
ミ
シ
ガ
ン
州
カ
ラ
マ
ズ
ー
で
発
生
し
六
人
が
死
亡
し
た
銃
撃
事
件
で
、
逮
捕
さ
れ
た
容

疑
者
の
男
が
、
米
配
車
サ
ー
ビ
ス
「
ウ
ー
バ
ー
」
の
運
転
手
で
、
事
件
の
直
前
ま
で
客
を
乗
せ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
二
十
日
夜
に
起
き
た
事
件
で
は
、
市
内
三
カ
所
で
男
が
発
砲
し
、
六
人
が
死
亡
、
二
人
が
重
傷
を

負
っ
た
。
男
は
集
合
住
宅
の
外
で
女
性
一
人
を
撃
ち
重
傷
を
負
わ
せ
た
他
、
自
動
車
の
販
売
代
理
店
で
二
人
を
射
殺
。
さ
ら

に
レ
ス
ト
ラ
ン
で
四
人
を
射
殺
し
、
十
代
の
少
女
に
重
傷
を
負
わ
せ
た
。
ウ
ー
バ
ー
は
、
事
件
の
翌
日
に
逮
捕
さ
れ
た
ダ
ル

三



ト
ン
容
疑
者
（
四
十
五
）
が
同
社
の
運
転
手
だ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
。
容
疑
者
は
身
元
調
査
に
合
格
し
、
犯
罪
歴
も
な
か
っ

た
と
い
う
。
（
二
〇
一
六
年
二
月
、
Ａ
Ｆ
Ｐ
）

・
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
オ
レ
ン
ジ
郡：

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
オ
レ
ン
ジ
郡
で
十
代
の
少
女
が
ウ
ー
バ
ー
に
乗
客
と

し
て
乗
車
中
に
ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
っ
て
レ
イ
プ
さ
れ
、
ド
ラ
イ
バ
ー
が
現
地
警
察
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
。
少
女
は

酒
に
酔
っ
て
い
た
と
の
情
報
も
あ
り
、
帰
宅
が
遅
い
こ
と
を
心
配
し
た
家
族
が
ウ
ー
バ
ー
の
ア
プ
リ
で
現
在
位
置
を
確
認

し
、
警
察
に
通
報
し
た
。
被
告
男
性
は
既
に
保
釈
金
を
支
払
っ
て
釈
放
さ
れ
た
。
ウ
ー
バ
ー
の
広
報
担
当
は
被
告
を
ド
ラ
イ

バ
ー
か
ら
永
久
に
除
外
す
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
一
方
で
、
同
社
に
よ
る
ド
ラ
イ
バ
ー
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
チ
ェ
ッ
ク
は

ク
リ
ア
し
て
い
た
こ
と
も
認
め
て
い
る
と
い
う
。
（
二
〇
一
六
年
十
一
月
、
交
通
界
Ｆ
ａ
ｘ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
）

政
府
は
こ
れ
ま
で
、
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
各
国
の
事
件
と
、
各
国
政
府
の
対
応
に
つ
い

て
、
下
記
の
よ
う
な
答
弁
を
行
っ
て
き
た
。

「
マ
イ
カ
ー
を
用
い
た
旅
客
運
送
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
米
国
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
や
イ
ン
ド
の
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
に
お
い
て
、
乗
客

が
ド
ラ
イ
バ
ー
か
ら
暴
行
を
受
け
る
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
と
承
知
を
し
て
お
り
ま
す
」
（
答
弁
一
、
参
議
院
・
国
土
交

通
委
員
会

平
成
二
十
七
年
七
月
二
日
）

四



「
私
ど
も
で
つ
か
ん
で
お
る
範
囲
は
報
道
ベ
ー
ス
と
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
海
外
に
お
け
ま
す
ウ
ー
バ
ー
社
に
関
連
し
た
事
例

と
い
う
こ
と
で
一
例
を
申
し
上
げ
ま
す
れ
ば
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
に
お
き
ま
し
て
、
ま
た
イ
ン
ド
な
ど
に
お
き
ま
し
て
、
乗
客

が
ド
ラ
イ
バ
ー
か
ら
暴
行
を
受
け
る
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
と
承
知
し
て
お
り
ま
す
」
（
答
弁
二
、
参
議
院
・
内
閣
委
員

会

平
成
二
十
八
年
五
月
十
九
日
）

「
欧
米
、
ア
ジ
ア
等
の
各
地
で
も
訴
訟
等
が
提
起
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
行
政
当
局
と
の
関
係
で
も
、
例
え
ば
米
国
に
お
い
て
、

ネ
バ
ダ
州
の
地
方
裁
判
所
が
自
家
用
車
を
用
い
た
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
会
社
に
仮
差
止
め
命
令
を
出
し
ま
し
た
。
欧
州
で
も
、

ド
イ
ツ
の
地
方
裁
判
所
が
自
家
用
車
を
用
い
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
禁
止
す
る
判
断
を
下
し
た
、
ア
ジ
ア
で
も
、
韓
国
に
お
い

て
ソ
ウ
ル
検
察
が
自
家
用
車
を
用
い
た
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
っ
た
代
表
者
を
起
訴
し
た
な
ど
の
対
応
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承

知
を
し
て
お
り
ま
す
」
（
答
弁
三
、
参
議
院
・
国
土
交
通
委
員
会

平
成
二
十
七
年
七
月
二
日
）

「
欧
米
、
ア
ジ
ア
で
の
裁
判
所
等
と
の
関
係
に
つ
き
ま
し
て
は
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
に
お
き
ま
し
て
は
裁
判
所
が
自
家
用
車
を
用

い
た
サ
ー
ビ
ス
を
禁
止
す
る
判
断
を
下
し
た
で
あ
り
ま
す
と
か
、
ま
た
、
韓
国
に
お
い
て
は
ソ
ウ
ル
検
察
が
自
家
用
車
を
用
い

た
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
者
を
起
訴
し
た
と
い
っ
た
事
例
が
あ
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
お
り
ま
す
」
（
答
弁
四
、
参
議
院
・
内
閣

委
員
会

平
成
二
十
八
年
五
月
十
九
日
）

五



平
成
二
十
八
年
十
一
月
九
日
の
未
来
投
資
会
議
・
第
二
回
「
第
四
次
産
業
革
命
」
会
合
で
内
閣
官
房
Ｉ
Ｔ
総
合
戦
略
室
提
出

資
料
に
は
、
「
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
つ
い
て
は
、
禁
止
と
す
る
国
・
地
域
や
許
可
制
等
の
規
制
を
整
備
す
る
国
・
地
域

が
現
れ
つ
つ
あ
る
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
を
め
ぐ
っ
て
は
、
世
界
各
国
で
以
下
の
よ
う
な
状
況

が
あ
る
。

・
ド
イ
ツ：

二
〇
一
五
年
三
月
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
州
裁
判
所
が
、
自
家
用
車
を
用
い
た
ウ
ー
バ
ー
社
の
サ
ー
ビ
ス
を
違
法
と

す
る
判
決
を
出
し
た
。
当
該
判
決
は
ド
イ
ツ
全
土
に
適
用
さ
れ
る
。

・
フ
ラ
ン
ス：

二
〇
一
四
年
二
月
、
ウ
ー
バ
ー
社
が
自
家
用
車
を
用
い
た
サ
ー
ビ
ス
を
営
業
開
始
し
た
が
、
二
〇
一
五
年
七

月
、
ウ
ー
バ
ー
社
の
幹
部
二
人
が
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
、
自
家
用
車
を
用
い
た
営
業
が
中
止
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
二
〇
一
五
年

九
月
に
は
フ
ラ
ン
ス
憲
法
裁
判
所
が
、
自
家
用
社
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
（
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
Ｐ
Ｏ
Ｐ
）
を
禁
じ
る
法
律
を
違
憲
と
す
る
Ｕ

ｂ
ｅ
ｒ
の
訴
え
を
棄
却
し
た
。

・
ベ
ル
ギ
ー：

二
〇
一
五
年
九
月
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
商
事
裁
判
所
は
ウ
ー
バ
ー
社
に
対
し
、
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
Ｐ
Ｏ
Ｐ
の
当
地
で
の

提
供
を
禁
じ
る
判
決
を
下
し
た
。

・
韓
国：

国
土
交
通
部
が
ソ
ウ
ル
特
別
市
に
対
し
、
旅
客
自
動
車
運
動
事
業
法
違
反
で
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
Ｘ
を
取
り
締
ま
る
よ
う
指

六



示
。
二
〇
一
四
年
十
二
月
、
ソ
ウ
ル
市
警
察
は
、
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ

Ｋ
ｏ
ｒ
ｅ
ａ
の
支
社
長
、
同
社
に
協
力
す
る
レ
ン
タ
カ
ー
業

者
ら
三
十
五
人
を
同
法
違
反
で
起
訴
し
た
。
二
〇
一
五
年
三
月
、
ウ
ー
バ
ー
社
は
自
家
用
車
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
中
止
し

た
。

・
台
湾：

二
〇
一
五
年
九
月
、
台
湾
高
等
行
政
法
院
は
ウ
ー
バ
ー
社
が
台
湾
で
展
開
す
る
タ
ク
シ
ー
配
車
サ
ー
ビ
ス
が
違
法
で

あ
る
と
認
定
し
、
業
務
停
止
を
命
じ
た
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

「
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
つ
い
て
は
、
禁
止
と
す
る
国
・
地
域
や
許
可
制
等
の
規
制
を
整
備
す
る
国
・
地
域
が
現
れ

つ
つ
あ
る
。
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
。

�

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
国
・
地
域
が
「
禁
止
」
と
な
っ
た
か
、
政
府
の
把
握
し
て
い
る
国
・
地
域
を
す
べ
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。
答
弁
三
・
四
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
以
外
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
国
・
地
域
が
「
許
可
制
等
の
規
制
を
整
備
」
と
な
っ
た
か
、
政
府
の
把
握
し
て
い
る
国
・
地

域
を
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
答
弁
三
・
四
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
以
外
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
す
べ
て
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

七



�

そ
の
結
果
、
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
の
サ
ー
ビ
ス
が
い
っ
た
ん
開
始
さ
れ
た
も
の
の
、
中
止
・
撤
退
し
た
国
・
地
域

を
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

右
記
�
〜
�
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
「
禁
止
」
「
許
可
制
等
の
規
制
を
整
備
」
と
な
っ
た
と
政
府
は
理
解
し

て
い
る
か
。
個
々
の
国
・
地
域
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

世
界
各
国
で
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
、
乗
客
の
安
全
と
運
転
手
の
権
利
が
保
護
さ
れ
な

か
っ
た
事
案
に
つ
い
て
。

�

政
府
は
、
世
界
各
国
で
、
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
の
運
転
手
が
傷
害
・
窃
盗
・
暴
行
等
で
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
た
事
案

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
か
。
答
弁
一
・
二
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
以
外
の
事
例
に
つ
い
て

も
、
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

政
府
は
、
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
の
運
転
手
が
傷
害
・
窃
盗
・
暴
行
等
で
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
調

査
・
収
集
・
検
証
し
た
事
実
は
あ
る
か
。
な
け
れ
ば
至
急
調
査
・
収
集
・
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
い
か
が

か
。

�

右
記
�
・
�
以
外
で
、
世
界
各
国
で
、
自
家
用
車
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
、
乗
客
の
安
全
と
運
転

八



手
の
権
利
が
保
護
さ
れ
な
か
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

九


